
金
滞
官
服
怠
巻
二
十

右
の
分
三
田
村
作
内
代
と
肝
煎
三
右
衛
門
方
並
小
百
姓
衆
立
合
、
念

を
入
館
打
渡
し
申
也
。

慶
長
十
四
年
卯
月
三
日

谷
口
衣
左
衛
門
長
成
制

崎
回
九
右
衛
門
元
判

右
は
三
岡
村
作
内
の
考
設
に
記
載
す
る
の
み
。

。
興
富
山
本
因
寺

法
華
宗
也
。
貞
享
二
年
の
由
来
書
に
一
宮
ふ
。
賞
寺
開
基
、
京
都
本
能

寺
八
代
田
承
上
人
弟
子
民
浮
院
日
得
、
一
元
和
元
年
に
建
立
。
微
妙
公

之
時
、
横
山
大
膳
之
筑
母
菩
提
所
に
て
、
元
和
六
年
寺
屋
敷
之
儀
横

山
大
勝
よ
り
被
=
申
上
「
越
野
勝
監
・
石
川
茂
平
雨
入
奉
行
に
而
.
泉
野

に
て
寺
地
拝
領
被
仰
付
。
と
あ
り
。
按
宇
る
に
‘
横
山
大
膳
は
元
祖

山
城
守
長
知
の
長
男
.
二
代
横
山
大
謄
康
玄
也
。
乳
母
の
菩
提
所
と

し

τ
一
・
寺
創
立
せ
し
も
の
也
。

O
呆
正
山
賛
成
寺

法
華
宗
也
。
由
来
容
に
云
ふ
。
営
寺
閲
組
日
授
、
永
正
十
四
年
於
昌
加

州
石
川
郡
野
々
市
村
-
建
立
。
利
家
卿
之
御
代
‘
江
守
紡
庵
・
生
駒
櫨

兵
衛
菩
提
所
に
付
.
屋
敷
葬
領
之
訴
訟
申
上
候
慮
、
拝
領
地
に
被
昌
仰

付
。
然
出
胸
御
蛍
地
金
轡
へ
引
越
度
旨
訴
訟
仕
、
於
昌
小
立
野
-
屋
敷
拝
領

...14. r、

仕
。
微
妙
公
御
代
屋
敷
替
被
=
仰
付
一
於
=
河
原
町
-
拝
領
仕
底
、
御
用
地

に
被
右
上
一
一
於
桑
野
-
替
地
歩
下
。
と
貞
享
二
年
に
書
上
げ
た
り
。

文
化
三
年
の
由
来
書
K
.
泰
雲
公
御
母
堂
質
成
院
殿
よ
り
.
園
家
安

泰
之
御
新
勝
被
a
仰
付
吋
依
v
之
質
勝
十
一
年
八
月
三
日
賛
成
院
殿
卒

去
、
営
寺
へ
御
遺
骸
被
v
震
v
移
御
葬
穂
執
行
、
御
墓
所
野
岡
山
花
被
v

築
。
御
霊
屋
は
蛍
寺
に
治
結
晶
被
一
-
仰
付
一
質
成
院
殿
御
所
持
之
品
々
一
被
v

納
。
叉
泰
雲
公
よ
り
、
弓
錨
乎
三
通
り
・
水
千
三
通
り
‘
並
泰
窓
公
之

御
詠
歌
掛
軸
一
幅
‘
質
成
院
殿
御
霊
屋
へ
被
v
納
。
且
御
鍵
供
米
十

石
、
毎
哉
於
昌
堂
形
磁
-
被
v
漢
之
、
澗
堂
銀
十
五
貫
目
御
寄
附
‘
毎
歳

寺
社
所
よ
り
利
銀
請
取
。
と
あ
り
。
泰
雲
公
は
奮
審
十
世
正
凶
依
下

機
中
将
軍
殺
卿
た
り
。
質
成
院
殿
は
生
母
に
て
‘
名
は
類
湖
、
辻
木

骨
右
衛
門
道
直
の
女
た
り
。

。
大
蓮
山
妙
法
寺

法
華
宗
也
。
俗
に
太
鼓
妙
法
寺
と
穏
す
。
貞
享
二
年
の
由
来
書
に
云

ふ
。
蛍
寺
閑
組
織
成
院
日
祭
。
天
正
一
元
年
篠
原
出
mm
守
内
室
創
立
有
v

之
。
依
而
位
牌
・
墳
墓
・
宵
像
等
有
v
之
。
右
内
室
は
高
徳
会
之
御
姪
子

之
由
。
創
立
之
寺
地
は
枯
木
町
民
雨
、
篠
原
氏
内
室
よ
り
被
a

申
上
-
拝

領
仕
。
共
後
度
々
一
時
地
、
元
和
元
年
於
a
泉
野
-
拝
領
被
且
仰
付
吋
と
あ
り
。
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共
の
後
の
由
来
替
に
は
、
永
線
年
中
比
佐
協
藤
八
郎
強
起
に
て
、
尾
張

.
園
荒
子
に
妙
法
寺
建
立
。
後
越
前
園
高
木
村
へ
移
縛
し
、
同
聞
編
井
本

妙
寺
三
代
目
柴
妙
法
寺
之
住
職
与
成
。
天
正
元
年
金
棒
枯
木
町
へ
邦

地
。
枯
木
町
は
今
尾
張
町
也
。
同
十
八
年
四
月
一
一
代
目
修
泉
野
へ
再

錦
、
慶
長
十
八
年
改
而
千
三
百
九
十
二
歩
拝
領
地
被
昌
仰
付
吋
と
記
載

す
。
右
は
貞
享
二
年
の
由
来
書
と
甚
だ
副
館
す
れ
ば
、
設
と
し
難
し
。

按
宇
る
に
.
佐
脇
藤
八
郎
は
‘
前
回
縫
殿
助
利
容
君
の
五
男
に
て
.

利
家
卿
の
御
合
弟
良
之
君
友
り
。
繊
同
信
長
公
の
家
人
佐
脇
藤
右
衛

門
の
嗣
子
と
成
り
、
佐
脇
藤
八
郎
と
mm
し
、
元
組
三
年
十
二
月
廿
二

日
味
方
宇
原
合
職
に
焼
を
譲
り
、
陣
替
に
蹄
り
て
残
す
と
あ
り
。
叉
天

E
元
年
に
金
津
枯
木
町
へ
轄
地
、
同
十
八
年
に
泉
野
へ
再
轄
と
あ
る

も
渇
聞
な
る
べ
し
。
利
家
卿
金
津
入
城
は
天
正
十
一
日
平
な
れ
ば
、
金

滞
へ
移
穂
は
十
一
年
以
後
な
る
事
い
ち
じ
る
し
。
泉
野
へ
寺
院
共
を

ぽ
移
さ
れ
し
は
.
元
和
元
年
以
後
也
。
慶
長
十
八
年
に
改
め
て
拝
領

被
a
仰
付
-
と
あ
る
も
請
け
が
た
し
。

O
太
政
妙
法
寺
侮
鯖

妙
法
寺
は
京
都
本
園
寺
の
末
也
。
ま
た
泉
野
模
木
の
妙
法
寺
は
、
京

都
本
正
寺
の
宋
に

τ‘
同
家
同
寺
続
た
る
に
よ
り
、
野
間
寺
町
の
妙

金
滞
古
蹟
志
巻
二
十

法
寺
を
俗
に
太
鼓
妙
法
寺
と
呼
び
、
模
木
の
妙
法
寺
を
ぽ
合
格
停
妙
法

寺
と
呼
べ
り
。
或
は
一
疋
ふ
。
太
鼓
妙
法
寺
と
呼
べ
る
も
の
は
、
此
の

寺
も
と
石
川
郡
高
尾
山
に
あ
り
し
ゅ
ゑ
に
‘
高
尾
妙
法
寺
と
呼
ぺ
る

を
、
後
人
呼
び
誤
っ
て
太
鼓
妙
法
寺
と
呼
ぺ
り
と
。
亀
尾
記
に
は
、

此
寺
石
川
郡
高
尾
山
に
あ
り
し
頃
は
山
寺
な
る
ゆ
ゑ
、
夜
絡
し
ぼ

/
¥
伺
へ
り
。
故
に
寄
せ
太
鼓
を
堂
に
釣
り
‘
回
定
を
打
ち
て
人
を
集

め
た
り
。
依
て
太
鼓
妙
法
寺
と
呼
ぺ
り
と
。
共
貨
は
高
尾
に
あ
"
し

ゅ
ゑ
に
、
高
尾
妙
法
寺
と
い
ふ
べ
き
を
呼
ぴ
訣
り
た
る
た
る
ぺ
し
。

と
い
へ
り
。
但
し
此
の
寺
そ
の
か
み
高
尾
山
に
在
り
し
事
.
寺
記
等

に
も
所
見
な
く
‘
寺
の
停
訟
に
も
そ
の
事
停
聞
な
し
と
い
へ
り
。
一

訟
に
云
ふ
。
蛍
寺
の
議
所
は
、
昔
よ
り
今
陀
至
り
茅
葺
に
て
‘
破
風

の
下
に
巴
の
紋
を
金
に
て
付
け
た
り
。
巴
は
太
鼓
の
紋
な
る
故
に
、

俗
に
太
鼓
妙
法
寺
と
呼
ぺ
る
な
る
ぺ

L
と
。
此
の
設
費
を
得
た
る
な

ら
ん
か
。
寺
の
停
訟
に
一
試
ふ
。
営
寺
昔
泉
野
に
て
寺
地
を
賜
は
り
し

頃
は
、
い
ま
だ
外
の
寺
院
等
も
左
く
、
荒
地
の
暁
野
・
な
り
し
故
K
.

英
の
頃
猪
な
ど
出
で
弘
容
を
な
し
け
る
に
よ
り
‘
共
の
段
言
上
せ
し

庭
、
太
鼓
を
打
廻
り
迫
鵡
ひ
候
へ
と
の
事
に
て
、
太
鼓
を
渡
さ
れ
、

常
K
本
堂
に
釣
り
置
を
け
り
。
故
に
世
人
太
鼓
妙
法
寺
と
呼
ぺ
り
。
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